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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのスケール（１０）と、このスケール（１０）に対して測定方向（ｘ）に可動な１
つの走査装置（２０）とを有するンコーダであって、
・前記スケール（１０）が、１つの測定目盛（１１）を有し、周期的な測定信号が、この
測定目盛（１１）を光学走査することによって生成可能であり、
・前記スケール（１０）が、少なくとも１つの基準マーク（１２）を有し、基準信号（Ｒ
ＥＦ）が、当該基準マーク（１２）を光学走査することによって生成可能であり、
・前記スケール（１０）が、光学走査可能な複数の領域マーク（１３．１，１３．２）を
有し、領域信号（Ｂ）が、走査ビーム束でこれらの領域マーク（１３．１，１３．２）を
光学走査し、１つの領域信号検出器（２６）を通じて当該走査ビーム束を検出することに
よって生成可能であり、前記走査装置（２０）が、前記基準マーク（１２）の第１側に存
在するのか又は第２側に存在するのかが、前記領域信号（Ｂ）によって識別可能であり、
・前記複数の領域マーク（１３．１，１３．２）上に照射される当該走査ビーム束が、前
記基準マーク（１２）の前記第１側と前記第２側とで異なる回折作用で出射する当該エン
コーダにおいて、
　周期的な１つの遮光回折格子（２９）が、前記スケール（１０）と前記領域信号検出器
（２６）との間に配置されていて、前記領域信号検出器（２６）の検出面内の前記複数の
領域マーク（１３．１，１３．２）の光学走査時に、干渉縞が発生するように、前記遮光
回折格子が形成されていて且つ配置されていて、少なくとも２つの識別可能な走査信号（
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Ｓ１，Ｓ２；Ｓ１′，Ｓ２′）が、前記基準マーク（１２）に対する前記走査装置（２０
）の位置に応じて前記干渉縞から生成可能であることを特徴とするエンコーダ。
【請求項２】
　前記遮光回折格子（２９）の周期（ＰＢＧ）が、
ＰＢＧ＝ｕ／（ｕ＋ｖ）*ＰＢＤ

にしたがって選択されていて、
ＰＢＧ：＝遮光回折格子の周期
ｕ：＝透過型回折格子からスケールを経由して遮光回折格子までの走査ビーム束の進行光
路長
ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
ＰＢＤ：＝領域信号検出器の周期
であることを特徴とする請求項１に記載のエンコーダ。
【請求項３】
　前記基準マーク（１２）の前記第１側の前記領域マーク（１３．１）が、反射するよう
に形成されていて、前記基準マーク（１２）の前記第２側の前記領域マーク（１３．２）
が、反射型回折格子として形成されていることを特徴とする請求項１に記載のエンコーダ
。
【請求項４】
　前記領域マーク（１３．２）の前記反射型回折格子は、前記測定目盛（１１）と異なる
周期（ＰＢＭ）を有することを特徴とする請求項３に記載のエンコーダ。
【請求項５】
　前記遮光回折格子の周期（ＰＢＭ）が、
ＰＢＭ＝λ／（ｓｉｎ（ａｔａｎ（ＰＳＧ（ｕ＋ｖ））））
にしたがって選択されていて、
ＰＢＭ：＝領域マークの反射型回折格子の周期
ｕ：＝透過型回折格子からスケールを経由して遮光回折格子までの走査ビーム束の進行光
路長
ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
λ：＝使用された光源の波長
ＰＳＧ：＝透過型回折格子の周期
であることを特徴とする請求項４に記載のエンコーダ。
【請求項６】
　前記複数の領域マーク（１３．１，１３．２）は、前記スケール（１０）上の１つの領
域マークトラック内に配置されていて、前記基準マーク（１２）は、このスケール（１０
）上の１つの基準マークトラック内に配置されていて、この領域マークトラックとこの基
準マークトラックとが、前記測定方向（ｘ）に沿って平行に延在することを特徴とする請
求項１～５のいずれか１項に記載のエンコーダ。
【請求項７】
　前記スケール（１０）は、複数のリミット領域（５０．１，５０．２）を有し、これら
のリミット領域（５０．１，５０．２）は、前記複数の領域マーク（１３．１，１３．２
）又は前記基準マークトラックの光学作用を部分的に変更することによって形成されてい
ることを特徴とする請求項６に記載のエンコーダ。
【請求項８】
　前記複数のリミット領域（５０．１，５０．２）は、前記領域マークトラック又は前記
基準マークトラックの少なくとも部分領域内に形成されていて、前記測定目盛（１１）に
対して垂直に配向された複数の透過型回折格子又は複数の反射型回折格子が、これらのリ
ミット領域（５０．１，５０．２）に内に配置されていることを特徴とする請求項７に記
載のエンコーダ。
【請求項９】
　発散放射する１つの光源（２１）が設けられていて、この光源（２１）は、中間接続さ
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れた光学素子なしに周期的な１つの透過型回折格子（２２）を照射し、前記測定目盛（１
１）と少なくとも１つの基準マーク（１２）と前記複数の領域マーク（１３．１，１３．
２）とを有する前記スケール（１０）と、前記遮光回折格子（２９）と、前記領域信号検
出器（２６）と１つのインクリメンタル検出器（２７）と１つの基準信号検出器（２８）
とを有する１つの検出装置（２５）とが、ビームの伝播方向に前記透過型回折格子に後続
して配置されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のエンコーダ。
【請求項１０】
　前記領域信号検出器（２６）は、周期的に交互に配置された複数の検出素子（２６．１
，２６．２）による２つのグループから構成され、１つのグループごとのこれらの検出素
子が（２６．１，２６．２）それぞれ、互いに接続されていることを特徴とする請求項１
～９のいずれか１項に記載のエンコーダ。
【請求項１１】
　前記回折格子は、＋／－１次の回折光と減衰した０次の回折光とを発生させる位相型回
折格子として形成されている結果、前記走査ビーム束が、前記複数の領域マーク（１３．
１，１３．２）間を移行するときに、前記検出面内の干渉縞が、位置的に移動することを
特徴とする請求項３に記載のエンコーダ。
【請求項１２】
・前記走査装置（１０）の位置が、前記基準マーク（１２）の前記第１側にあるときに、
複数の検出素子（２６．１）による前記第１グループが、最大走査信号（Ｓ１）を記録し
、複数の検出素子（２６．２）による前記第２グループが、最小走査信号（Ｓ２）を記録
し、
・前記走査装置（１０）の位置が、前記基準マーク（１２）の前記第２側にあるときに、
複数の検出素子（２６．１）による前記第１グループが、最小走査信号（Ｓ１）を記録し
、複数の検出素子（２６．２）による前記第２グループが、最大走査信号（Ｓ２）を記録
するように、前記遮光回折格子（２９）の周期と前記領域信号検出器（２６）の周期とが
選択されていて、この遮光回折格子（２９）とこの領域信号検出器（２６）とが配置され
ていることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のエンコーダ。
【請求項１３】
　複数の検出素子（２６．１）による前記第１グループの走査信号（Ｓ１）と、複数の検
出素子（２６．２）による前記第２グループの走査信号（Ｓ２）とが、前記領域信号（Ｂ
）を生成するために１つの減算素子（４０）に入力可能であり、前記領域信号（Ｂ）が、
後続に配置された１つの比較素子（４１）を経由して当該発生した減算信号（ΔＳ）から
生成可能であることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のエンコーダ。
【請求項１４】
　前記回折格子は、０次の回折光と＋／－１次の回折光とを発生する振幅型回折格子又は
位相型回折格子として形成されている結果、当該複数の異なる領域マークの走査時に、平
均化された異なる強度（Ｉ１′，Ｉ２′）を有する干渉縞が、前記検出面内で発生するこ
とを特徴とする請求項３に記載のエンコーダ。
【請求項１５】
　複数の検出素子による第１グループの走査信号（Ｓ１′）と、複数の検出素子による第
２グループの走査信号（Ｓ２′）とが、前記領域信号を生成するために１つの減算素子に
異なって増幅されて入力可能であり、前記領域信号（Ｂ′）が、後続に配置された１つの
比較素子を経由して当該発生した減算信号から生成可能であることを特徴とする請求項１
４に記載のエンコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載のエンコーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　当該エンコーダは、特に加工すべき加工品に対する工具の相対値を測定するための加工
機械、及び検査対象物の位置と寸法とを測定するための三次元座標測定機で使用され、並
びに半導体産業でも使用され、例えばウエハステッパで使用される。したがって、当該エ
ンコーダは、測角装置又は測長装置である。当該装置では、スケールが、駆動装置（ロー
タリモータ又はリニアモータ）に直接に取り付けられるか、又は、スケールが、駆動装置
によって駆動される部材に取り付けられる。当該移動するスケールに対して固定されるよ
うに、そのエンコーダの走査装置が、別の機械部品に配置されている。
【０００３】
　当該エンコーダのスケールは、例えば独国特許出願公開第１０１３２５２１号明細書か
ら公知であり、インクリメンタル信号としての周期的な測定信号を生成するための周期的
な測定目盛と、基準信号を生成するための基準マークとを有する。カウンタが、既定のカ
ウンタ状態にセットされることによって、絶対値が、１つの基準信号を位置決めするため
にその基準信号によってインクリメンタル位置信号に関連付けされ得る。
【０００４】
　位置測定を開始し、カウンタ状態を補正し且つ監視するためには、基準マークを任意の
位置から出発して移動させることが多くの場合に必要である。このため、複数の領域マー
クが、スケール上に取り付けられている。何処に走査装置が、基準マークに対して存在す
るか、すなわち走査装置が、基準マークの一方の側に存在するのか又は他方の側に存在す
るのかが、これらの領域マークによって識別され得る。当該独国特許出願公開第１０１３
２５２１号明細書から公知の設備では、当該一方の領域マークが、反射ストリップ又は透
過ストリップとして基準マークの一方の側に形成されていて、当該他方の領域マークが、
回折格子としてこの基準マークの他方の側に形成されている。当該２つの領域マークを走
査するため、複数の光受信器が、当該走査装置内に配置されている。この場合、この走査
装置が、この基準マークの一方の側に存在するときにだけ、一纏まりの複数の光受信器が
、走査ビーム束によって照射される。これに対して、この走査装置が、この基準マークの
他方の側に存在するときにだけ、その他の複数の光検出器が、走査ビーム束によって照射
される。領域信号が、これらの異なる光受信器の走査信号から生成される。この走査装置
が、位置測定時にこの基準マークのどちらの側に現時存在するかが、この領域信号の信号
レベルから推測され得る。
【０００５】
　上記独国特許出願公開第１０１３２５２１号明細書から公知の、複数の領域信号を生成
するための方法は、コリメート光をスケールに照射するエンコーダに適するが、この技術
思想は、発散光をスケールに照射するエンコーダに対しては使用できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０１３２５２１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００８０４４８５８号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２０１１０７６０５５号明細書
【特許文献４】独国特許第４１１１８７３号明細書
【特許文献５】欧州特許第０１４５８４４号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｒ．Ｐｅｔｔｉｇｒｅｗ著の題名「Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｇｒａｔ
ｉｎｇ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｉｔｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌ
ａｃｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ」（ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．３６，１ｓｔ　Ｅｕｒｏｐ
ｅａｎ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　Ｍｅｔｒｏｌ
ｏｇｙ（１９７７），第３２５頁～第３３２頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明の課題は、発散光をスケールに照射するエンコーダの場合に、基準マークに対す
る走査装置の相対位置を示す領域信号の確実な生成を可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、この課題は、請求項１に記載の特徴を有するエンコーダによって解決
される。
【００１０】
　本発明のエンコーダの好適な構成は、従属請求項に記載されている解決手段によって実
現される。
【００１１】
　本発明のエンコーダは、１つのスケールと、このスケールに対して測定方向に可動な１
つの走査装置とを有する。このスケールは、１つの測定目盛を有する。この場合、周期的
な測定信号が、この測定目盛を光学走査することによって生成可能である。さらに、この
スケールは、少なくとも１つの基準マークを有する。この場合、基準信号が、当該基準マ
ークを光学走査することによって生成可能である。さらに、このスケールは、光学走査可
能な複数の領域マークを有する。この場合、領域信号が、走査ビーム束でこれらの領域マ
ークを光学走査し、１つの領域信号検出器を通じて当該走査ビーム束を検出することによ
って生成可能である。この走査装置が、この基準マークの第１側に存在するのか又は第２
側に存在するのかが、この領域信号によって識別可能である。これらの領域マーク上に照
射される走査ビーム束が、この基準マークの当該第１側と第２側とで異なる回折角度で出
射する。周期的な１つの遮光回折格子が、このスケールとこの領域信号検出器との間に配
置されている。この領域信号検出器の検出面内のこれらの領域マークの光学走査時に、干
渉縞が発生するように、この遮光回折格子が、形成されていて且つ配置されている。少な
くとも２つの識別可能な走査信号が、この基準マークに対するこの走査装置の位置に応じ
てこの干渉縞から生成可能である。
【００１２】
　この場合、この遮光回折格子の周期が、
ＰＢＭ＝λ／（ｓｉｎ（ａｔａｎ（ＰＳＧ（ｕ＋ｖ））））
にしたがって選択され得る。
【００１３】
　このとき、
ＰＢＭ：＝領域マークの反射型回折格子の周期
ｕ：＝透過型回折格子からスケールを経由して遮光回折格子までの走査ビーム束の進行光
路長
ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
λ：＝使用された光源の波長
ＰＳＧ：＝透過型回折格子の周期
【００１４】
　好ましくは、当該基準マークの第１側の領域マークが、反射するように形成されていて
、当該基準マークの第２側の領域マークが、反射型回折格子として形成されている。
【００１５】
　この場合、当該領域マークの反射型回折格子が、上記測定目盛と異なる周期を有するこ
とが可能である。
【００１６】
　可能な実施の形態では、当該反射型回折格子の周期が、
ＰＢＭ＝２・ｖ・λ／ＰＢＤ

にしたがって選択されている。
【００１７】
　このとき、
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ＰＢＭ：＝領域マークの反射型回折格子の周期
ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
λ：＝使用された光源の波長
ＰＢＤ：＝領域信号検出器の周期
【００１８】
　さらに、当該領域マークが、スケール上の１つの領域マークトラック内に配置されてい
て、当該基準マークが、このスケール上の１つの基準マークトラック内に配置されている
ことが提唱され得る。この場合、この領域マークトラックとこの基準マークトラックとが
、測定方向に沿って平行に延在する。
【００１９】
　さらに、当該スケールが、複数のリミット領域を有することが可能である。この場合、
これらのリミット領域は、当該領域マーク又は当該基準マークトラックの光学作用を部分
的に変更することによって形成されている。
【００２０】
　したがって、当該リミット領域は、当該領域マークトラック又は当該基準マークトラッ
クの少なくとも部分領域内に形成され得る。この場合、当該測定目盛に対して垂直に配向
された複数の透過型回折格子又は複数の反射型回折格子が、当該リミット領域内に配置さ
れている。
【００２１】
　可能な実施の形態では、発散放射する１つの光源が、中間接続された光学素子なしに周
期的な１つの透過型回折格子を照射する。当該測定目盛と少なくとも１つの基準マークと
当該領域マークとを有するスケールと、当該遮光回折格子と、当該領域信号検出器と１つ
のインクリメンタル検出器と１つの基準信号検出器とを有する１つの検出装置とが、ビー
ムの伝播方向にこの透過型回折格子に後続して配置されている。
【００２２】
　好ましくは、当該領域信号検出器が、周期的に交互に配置された複数の検出素子による
２つのグループから構成される。この場合、１つのグループごとの検出素子がそれぞれ、
互いに接続されている。
【００２３】
　当該回折格子が、＋／－１次の回折光と減衰した０次の回折光とを発生させる位相型回
折格子として形成されていることが提唱され得る。その結果、走査ビーム束が、複数の領
域マーク間を移行するときに、当該検出面内の干渉縞が、位置的に移動する。
【００２４】
　この場合、
・当該走査装置の位置が、基準マークの第１側にあるときに、複数の検出素子による第１
グループが、最大走査信号を記録し、複数の検出素子による第２グループが、最小走査信
号を記録し、
・当該走査装置の位置が、基準マークの第２側にあるときに、複数の検出素子による第１
グループが、最小走査信号を記録し、複数の検出素子による第２グループが、最大走査信
号を記録するように、当該遮光回折格子の周期と当該領域信号検出器の周期とが選択され
ていて、この遮光回折格子とこの領域信号検出器とが配置されていることが可能である。
【００２５】
　この場合、複数の検出素子による第１グループの走査信号と、複数の検出素子による第
２グループの走査信号とが、当該領域信号を生成するために１つの減算素子に入力可能で
あり、領域信号が、後続に配置された１つの比較素子を経由して当該発生した減算信号か
ら生成可能であることが提唱され得る。
【００２６】
　さらに、当該回折格子が、０次の回折光と＋／－１次の回折光とを発生する振幅型回折
格子又は位相型回折格子として形成されていることも可能である。その結果、当該複数の
異なる領域マークの走査時に、平均化された異なる強度を有する干渉縞が、当該検出面内
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で発生する。
【００２７】
　この場合、複数の検出素子による第１グループの走査信号と、複数の検出素子による第
２グループの走査信号とが、当該領域信号を生成するために１つの減算素子に異なって増
幅されて入力可能であり、領域信号が、後続に配置された１つの比較素子を経由して当該
発生した減算信号から生成可能であることが提唱され得る。
【発明の効果】
【００２８】
　したがって、本発明の解決手段によれば、発散光をスケールに照射するエンコーダでも
、基準マークに対する走査装置の相対位置を示す領域信号が、確実に生成され得る。
【００２９】
　当該検出面内で発生した当該周期的な干渉縞は、静的であり、且つスケールに対する走
査装置の移動時でも、当該周期的な測定信号の生成に起因した振動する信号成分を有しな
い。これにより、領域信号を生成するために、領域信号検出器の走査信号を回路技術的に
簡単に再処理することが可能である。
【００３０】
　本発明の解決手段では、当該複数の領域マークのために独立した工程ステップが、スケ
ールを製造するために不要である。回折格子として形成される領域マークは、測定目盛と
基準マークとに必要な構造体と一緒に１つの共通の工程ステップで製造され得る。
【００３１】
　以下に、本発明のさらなる詳細及び利点を、図面に関連する本発明の設備の実施の形態
に基づいて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】複数の異なる走査ビーム路を有する本発明のエンコーダの第１の実施の形態の概
略図である。
【図２】図１のエンコーダのさらなる断面図である。
【図３】図１のエンコーダのスケールの平面図である。
【図４】図１のエンコーダの走査板の平面図である。
【図５】図１のエンコーダの検出面の平面図である。
【図６】検出面内の複数の異なる位置で発生した図１のエンコーダの干渉縞強度を示す。
【図７】図１のエンコーダの基準マークの領域内の、領域信号検出器の検出素子から発生
した走査信号の経時変化を示す。
【図８ａ】図１のエンコーダ内の基準マークの領域内の、領域信号検出器の走査信号の処
理から領域信号を生成するための回路を示す。
【図８ｂ】図８ａの回路内の信号処理に関連する複数の異なる信号を示す。
【図９ａ】図１のエンコーダ内の基準マークの領域内の、領域信号検出器の走査信号の処
理からリミット信号を生成するための回路を示す。
【図９ｂ】図９ａの回路内の信号処理に関連する複数の異なる信号を示す。
【図１０】本発明のエンコーダの第２の実施の形態の、領域信号検出器の検出面内の複数
の異なる位置で発生した干渉縞強度を示す。
【図１１】第２の実施の形態の信号処理に関連する複数の異なる信号を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　測長機として構成された本発明のエンコーダの第１の実施の形態が、図１及び２の断面
で概略的に示されている。この場合、図１には、複数の異なる走査ビーム路が示されてい
て、図２には、走査装置の構成が示されている。当該図示されたエンコーダは、スケール
１０と、直線測定方向ｘに沿ってこのスケール１０に対して相対に可動な走査装置２０と
を有する。この実施の形態では、当該本発明のエンコーダは、照射式に稼働される。すな
わち、スケール１０が、反射スケールとして構成されている。このスケール１０上には、
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インクリメンタル測定目盛１１が、中央に配置された測定目盛トラック内に配置されてい
る。つまり、測定方向ｘに対して垂直に、当該測定目盛トラックに対して両側に隣接して
、少なくとも１つの基準マーク１２を有する基準マークトラックと、２つの領域マーク１
３．１，１３．２を有する領域マークトラックとが配置されている。スケール１０上のこ
れらの異なるトラックはそれぞれ、測定方向ｘに沿って又は平行に延在する。こうして形
成された当該スケールは、図３に平面図で示されている。
【００３４】
　当該スケール１０を光学走査するため、走査装置２０が、キャリア基板２３上に配置さ
れた、発散放射する光源２１、例えば、中間接続された光学素子なしに周期的な透過型回
折格子２２を照射する発光ダイオードを有する。当該透過型回折格子２２は、周期ＰＳＧ

を有する透過型振幅回折格子として形成されていて、透過性の走査板２４の、光源２１に
面した側面上に配置されている。この実施の形態の可能なバリエーションでは、ＰＳＧ＝
１１２９μｍによる透過型回折格子の周期が選択される。この実施の形態では、別の振幅
型回折格子が、透過型回折格子２２の透過性の領域内に配置されている。当該振幅型回折
格子は、スケール１０に設けられている測定目盛１１の周期ＰＭＴに相当する周期ＰＳＧ

，ＩＮＣを有する。このとき、この振幅型回折格子は、測定目盛１１の走査時に透過型回
折格子として機能する。透過型回折格子２２の透光後に、スケール１０に照射された発散
光が、測定目盛１１と基準マーク１２と領域マーク１３．１，１３．２で位置に応じて反
射され、次いで検出装置２５上に到達する。この実施の形態では、この検出装置２５は、
領域信号検出器２６とインクリメンタル信号検出器２７と基準信号検出器２８とを有する
。領域マーク１３．１，１３．２から戻り反射した走査ビーム束のビーム路内の、スケー
ル１０と検出装置２５との間において、遮光回折格子２９が、走査板２４上に配置されて
いる。この遮光回折格子２９は、周期ＰＢＧを有する透過型振幅回折格子として形成され
ている。つまり、可能な実施の形態では、この周期ＰＢＧは、１７２μｍである。
【００３５】
　それぞれの信号を生成するための上記の異なる検出器２６，２７，２８を有する検出装
置２５の平面図が、図５に示されている。図４は、走査板２４上に配置された遮光回折格
子２９と、測定目盛１１と基準マーク１２との領域からの走査ビーム束のための透過性の
領域３０，３１又は光学的に能動でない領域３０，３１とを有する当該走査板２４の、ス
ケール１０に面する側面の平面図である。
【００３６】
　移相されている複数のインクリメンタル信号としての周期的な測定信号が、測定目盛１
１の光学走査から生成される。この測定目盛１１は、周期ＰＭＴを有し、可能な実施の形
態ではＰＭＴ＝８μｍである。この場合、インクリメンタル信号を生成するために具体的
に使用される光学走査は、本発明にとって重要でない。これに対しては、例えば、Ｒ．Ｐ
ｅｔｔｉｇｒｅｗ著の題名「Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｇｒａｔｉｎｇ　Ｉｍａｇｉｎｇ
　ａｎｄ　ｉｔｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔ
ｒｏｌｏｇｙ」（ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．３６，１ｓｔ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｎｇｒｅｓ
ｓ　ｏｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　Ｍｅｔｒｏｌｏｇｙ（１９７７），第
３２５頁～第３３２頁）の刊行物から公知の原理に基づく異なる光学走査原理を使用する
ことが可能である。次いで、当該インクリメンタル信号が、後続に配置された－図示され
ていない－制御装置によって公知の方法でさらに処理され得る。こうして、走査装置２０
とスケール１０とに結合されている相対に可動な機械部品を位置決めすることが可能であ
る。
【００３７】
　こうして生成されたインクリメンタル信号に対して、絶対位置を所定の基準位置ｘＲＥ

Ｆに関連付けるため、スケール１０が、その基準マークトラック内に少なくとも１つの基
準マーク１２を有する。上記制御装置によってさらに制御可能な基準信号ＲＥＦが、当該
基準マーク１２の光学走査から生成可能である。本発明の範囲内では、当該基準マーク１
２の形成及びこの基準マーク１２の光学走査に関しては、様々な可能性が、基本的に存在
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する。この場合、例えば、本出願人の独国特許出願公開第１０２００８０４４８５８号明
細書又は独国特許出願公開第１０２０１１０７６０５５号明細書から公知であるような、
光学走査が使用され得る。
【００３８】
　本発明の設備では、領域信号Ｂが、領域マークトラックを光学走査することによって生
成される。走査装置２０が、基準マーク１２の左側に存在するのか又は右側に存在するの
かが、この領域信号Ｂによって識別可能である。このために、領域マーク１３．１，１３
．２が、スケール１０上に形成されている。何処に、走査装置２０が、基準マーク１２に
対して相対して存在するかが、これらの領域マーク１３．１，１３．２によって識別され
得る。この場合、以下では、図３のスケール内の左側を第１側と呼び、その右側を第２側
と呼ぶ。
【００３９】
　本発明のエンコーダのこの第１の実施の形態では、領域マーク１３．１が、領域マーク
トラック内の第１側に反射するように形成されていて、位相型回折格子として形成された
反射型回折格子が、この領域マークトラック内の第２側に領域マーク１３．２として配置
されている。したがって、これらの領域マーク１３．１，１３．２上に照射される走査ビ
ーム束が、基準マーク１２の当該第１側と第２側とで異なる回折角度で出射する。こうし
て、－以下で詳しく説明されるように－基準マーク１２に対する走査装置２０の位置を相
対的に示す領域信号Ｂが生成され得る。
【００４０】
　当該領域マーク１３．２の反射型回折格子は、測定目盛トラック内の測定目盛１１のよ
うに、領域マークトラック内で測定方向ｘに沿って周期的に延在する。本発明のエンコー
ダの可能な実施の形態では、領域マーク１３．２の反射型回折格子が、周期ＰＢＭ＝３μ
ｍを有し、したがってＰＭＴ＝８μｍを有する測定目盛の当該周期と相違する。この場合
、好ましくは、反射型回折格子の周期ＰＢＭが、以下のように大まかに選択される：
ＰＢＭ＝λ／（ｓｉｎ（ａｔａｎ（ＰＳＧ（ｕ＋ｖ））））　（方程式１）
ＰＢＭ：＝領域マークの反射型回折格子の周期
ｕ：＝透過型回折格子からスケールを経由して遮光回折格子までの走査ビーム束の進行光
路長
ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
λ：＝使用された光源の波長
ＰＳＧ：＝透過型回折格子の周期
【００４１】
　本発明のエンコーダのこの第１の実施の形態では、領域マーク１３．２の回折格子が、
＋／－１次の回折光と減衰した０次の回折光とを発生させる位相型回折格子として形成さ
れている。
【００４２】
　周期的な遮光回折格子２９と領域信号検出器２６とが、領域信号Ｂを生成するための走
査ビーム路内の、さらなるビーム進路方向に沿って、すなわちスケール１０の後方に続く
伝播方向に沿って配置されている。図１から分かるように、周期的な遮光回折格子２９が
、スケール１０と領域信号検出器２６との間に存在する。図４に平面図で示された当該遮
光回折格子２９は、透過型振幅回折格子として形成されている。この透過型振幅回折格子
は、測定方向ｘに周期的に配置された透光性の目盛領域と非透過性の目盛領域とから構成
される。この実施の形態では、遮光回折格子２９の周期ＰＢＧが、ＰＢＧ＝１７２μｍに
選択されている。特に、当該遮光回折格子２９の周期ＰＢＧが、以下の方程式にしたがっ
て得られる。
ＰＢＧ＝ｕ／（ｕ＋ｖ）＊ＰＢＤ　（方程式２）
ＰＢＧ：＝遮光回折格子の周期
ｕ：＝透過型回折格子からスケールを経由して遮光回折格子までの走査ビーム束の進行光
路長
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ｖ：＝遮光回折格子と領域信号検出器の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長
ＰＢＤ：＝領域信号検出器の周期
【００４３】
　透過型回折格子２２に基づく上記放射方程式にしたがう本発明のエンコーダで提唱され
ている光学走査では、遮光回折格子２９が、領域信号検出器２６の検出面内に幾何学的に
拡大されて投影される。領域信号検出器２６が、周期的に交互に配置された複数の検出素
子２６．１，２６．２による２つのグループから構成されることが、図５に示された検出
装置２５の検出面の平面図から分かる。この場合、当該２つのグループの検出素子２６．
１，２６．２は、同一に形成されている。この場合、１つのグループごとの検出素子２６
．１，２６．２がそれぞれ、互いに接続されている。さらに、領域信号検出器２６内のこ
れらの検出素子２６．１，２６．２の周期的な配置が、測定方向ｘに沿って延在すること
が、当該図から分かる。この領域信号検出器２６の個々の検出素子２６．１，２６．２が
、長方形状に形成されている。この場合、これらの検出素子２６．１，２６．２の長手軸
が、図示されているｙ方向に測定方向ｘに対して垂直に配向されている。
【００４４】
　図５では、当該検出素子２６．１，２６．２以外のインクリメンタル信号検出器２７及
び基準信号検出器２８は、専ら概略的に示されている。つまり、当該インクリメンタル信
号検出器２７及び基準信号検出器２８の具体的な構成は、本発明にとって重要でない。本
発明では、様々な公知の検出器のバリエーションが使用され得る。
【００４５】
　この実施の形態では、透過型回折格子２２からスケール１０を経由して遮光回折格子２
９までの走査ビーム束の進行光路長が、符号ｕで示される。したがって、符号ｖは、遮光
回折格子２９と領域信号検出器２６の検出面との間の走査ビーム束の進行光路長に対して
使用される。可能な実施の形態では、これらの寸法は、ｕ＝３．４７１ｍｍ及びｖ＝０．
５６５ｍｍに選択される。領域信号検出器２６の検出素子２６．１，２６．２は、測定方
向ｘに幅ｂＢＤ＝１００μｍを有する。すなわち、領域信号検出器２６の周期ＰＢＤは、
測定方向ｘに沿ってＰＢＤ＝２００μｍであり、当該検出面内に投影された遮光回折格子
２９の周期に等しい。
【００４６】
　領域信号Ｂを、スケール１０上に形成された複数の異なる領域マーク１３．１，１３．
２の光学走査から生成するため、遮光回折格子２９の周期ＰＢＧと領域信号検出器２６の
周期ＰＢＤとを所定の方法で選択すること、遮光回折格子２９と領域信号検出器２６とを
所定の方法で配置することが提唱されている。この実施の形態では、走査装置２０が、基
準マーク１２の第１側に存在する場合に、検出素子２６．１による第１グループが、最大
走査信号Ｓ１を記録し、検出素子２６．２による第２グループが、最小走査信号Ｓ２を記
録するように、当該領域信号Ｂの生成は実施される。走査装置２０が、基準マーク１２の
第２側に存在する場合には、上記の選択された周期ＰＢＧ，ＰＢＤと、上記の遮光回折格
子２９と領域信号検出器２６との配置とは、検出素子２６．１による第１グループが、最
小走査信号Ｓ１を記録し、検出素子２６．２による第２グループが、最大走査信号Ｓ２を
記録する。基準位置ｘＲＥＦの領域内の、又はこの基準マークの左側と右側との、領域信
号検出器２６の走査信号Ｓ１，Ｓ２に対応する経時変化が、図７に示されている。この図
の下の部分には、生成された基準信号がさらに示されている。図７から分かるように、ス
ケール１０と走査装置２０との相対移動時でも、第１領域内と第２領域内とでこうして生
成された走査信号Ｓ１，Ｓ２はそれぞれ、ほぼ静的であり、特に、インクリメンタル信号
の生成によって引き起こされた振動する信号成分を有しない。これにより、走査信号Ｓ１

，Ｓ２のさらなる処理が、著しく簡単になる。さらに処理可能な領域信号Ｂが、適切な回
路を通じた以下でさらに説明する結合によって、こうして生成された当該走査信号Ｓ１，
Ｓ２から生成される。
【００４７】
　この実施の形態では、走査ビーム束が、基準マーク１２の第１側又は左側の、反射する
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ように形成されている領域マーク１３．１に照射されると、遮光回折格子２９が、光軸に
対して移動することなしに検出装置２５の検出面内に投影される。当該検出面で発生する
周期的な明暗の干渉縞の周期が、領域信号検出器２６の周期ＰＢＤに一致する。したがっ
て、複数の検出素子２６．１による第１グループが、この干渉縞の明るい位置ごとに信号
最大値を検出し、複数の検出素子２６．２による第２グループが、この干渉縞の暗い位置
ごとに信号最小値を検出する。その結果、図７に示されたように、走査信号Ｓ１，Ｓ２の
経時変化が発生する。
【００４８】
　これに対して、走査装置２０が、基準マーク１２の第２側又は右側の上に存在し、走査
ビーム束が、そこに回折格子として形成された領域マーク１３．２に照射されると、先の
場合に対して測定方向ｘに半分の明暗周期だけ移動されている干渉縞が、領域信号検出器
２６の検出面内で発生する。この干渉縞は、先の場合と同じ周期を有する。すなわち、こ
の周期は、この領域信号検出器２６の周期ＰＢＤに一致する。このとき、複数の検出素子
２６．１による第１グループが、当該検出面内の移動されている干渉縞に起因してこの干
渉縞の暗い位置ごとに信号最小値を検出し、複数の検出素子２６．２による第２グループ
が、この干渉縞の明るい位置ごとに信号最大値を検出する。
【００４９】
　この実施の形態では、領域マーク１３．１，１３．２内での入射する走査ビーム束に対
する上記の異なる光学的な回折作用が、以下のように明瞭に理解される。すなわち、当該
入射する走査ビーム束が、平坦な波面とみなされる場合、周期的な干渉縞強度が、上記検
出面内で半周期だけさらに移動するように、当該波面が、上記回折格子を有する領域マー
ク１３．２の領域内で所定の角度だけ傾斜する。
【００５０】
　本発明の設備のこの実施の形態において領域信号検出器２６の検出面内で発生する上記
の２つの場合の強度分布Ｉ１，Ｉ２が、図６に示されている。この場合、反射するように
形成された第１領域マーク１３．１の光学走査から発生する強度分布Ｉ１は、この図では
黒色の曲線として示されている。したがって、回折格子を有する第２領域マーク１３．２
の光学走査から発生する強度分布Ｉ２は、灰色の曲線として示されている。図６から分か
るように、測定方向ｘに沿った上記の２つの場合に対する強度分布Ｉ１，Ｉ２が、信号周
期の半分だけ互いに移動されている。したがって、基準マーク１２に対する走査装置２０
の位置が、領域信号検出器２６によってこれらの強度分布から生成される走査信号Ｓ１，
Ｓ２から推測され得る。
【００５１】
　したがって、この実施の形態では、走査装置２０が、基準マーク１２の第１側の領域マ
ーク１３．１の上に存在するときに、遮光回折格子２９が、移動することなしに投影され
るのとは違って、当該基準マーク１２の第２側に回折格子として形成された領域マーク１
３．２によれば、走査ビーム束に対する異なる回折作用に起因して、上記検出面内で発生
する干渉縞が、光軸に対して垂直方向に所定の量だけ移動する。
【００５２】
　次いで、以下で説明するように、領域信号Ｂが、こうして生成された走査信号Ｓ１，Ｓ

２から生成され得る。この領域信号Ｂは、現在、走査装置２０が基準マーク１２のどちら
の側に存在するかを一義的に示す。このため、図８ａによれば、当該走査信号Ｓ１，Ｓ２

が、減算素子４０の２つの入力部に入力される。つまり、この減算素子４０の出力部で発
生する差信号ΔＳ＝Ｓ１－Ｓ２が、図８ｂの左側の部分に示されている。この図８ｂから
分かるように、この信号ΔＳは、基準位置ｘＲＥＦの領域内に、一定に変化し且つ２つの
領域マーク１３．１，１３．２の移行時の零値と交差する信号エッジを有する。この差信
号ΔＳの当該零交差を検出するため、この差信号ΔＳは、比較素子４１の第１入力部に入
力される。基準信号ＧＬが、この比較素子４１の第２入力部に入力される。この比較素子
４１の、こうして出力された矩形状の出力信号が、領域信号Ｂを最終的に表す。この領域
信号Ｂは、図８ｂの右側の部分に示されていて、この領域信号Ｂは、基準位置ｘＲＥＦに
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対する走査装置の位置に応じて１つの一義的な信号レベルを有する。すなわち、図示され
たこの例では、この領域信号は、走査装置が基準マークの第１（左）側に存在するときに
値「０」をとり、走査装置が基準マークの第２（右）側に存在するときに値「１」をとる
。
【００５３】
　冒頭で説明した独国特許出願公開第１０１３２５２１号明細書から公知のエンコーダで
は、基準マークの左側の領域マークと右側の領域マークとのほかに、複数の、いわゆる目
印（Ｓｔｅｕｅｒｍａｒｋｅｎ）が、スケールの両端部に付加されている。これらの目印
は、走査装置の可能な最大位置を規定し、リミットスイッチ又はリミットマークとも呼ば
れる。当該リミットスイッチ又はリミットマークを有するエンコーダは、独国特許第４１
１１８７３号明細書又は欧州特許第０１４５８４４号明細書にも記載されている。
【００５４】
　当該本発明のエンコーダでは、領域マークトラックの対応する複数の部分領域に配置さ
れた領域マーク１３．１，１３．２の光学作用が、これらの部分領域内で変更して奏され
ることによって、これらのリミットマークの機能が、非常に有益に実現可能である。この
ため、図３中のスケールの平面図にしたがって示された実施の形態では、測定方向ｘに対
して垂直に配向された複数の透過型回折格子を、領域マークトラックのリミット領域５０
．１，５０．２内に配置することが提唱されている。図３から分かるように、これらの透
過型回折格子は、ｙ方向に沿って、すなわち測定方向ｘに対して垂直に延在する。つまり
、これらの透過型回折格子の透光性の目盛領域と非透光性の目盛領域との長手方向が、測
定方向ｘに対して平行に配向されている。可能な実施の形態では、リミット領域５０．１
，５０．２内の透過型回折格子の周期ＰＬＭが、ＰＬＭ＝２５０μｍに選択される。これ
とは別に、透過型回折格子の代わりに、反射型回折格子が使用されてもよい。当該反射型
回折格子では、凸状部分が、光反射性に形成されていて、凹状部分が、光吸収性に形成さ
れている。
【００５５】
　リミット領域５０．１，５０．２内の、ここでは透過型回折格子として形成された、さ
らに付加して設けられている当該回折格子は、領域信号検出器２６の走査信号Ｓ１，Ｓ２

に影響を及ぼす。特に、その他の場合とは違ってほぼ一定の和信号ΣＳ＝Ｓ１＋Ｓ２が、
当該２つの走査信号Ｓ１，Ｓ２から出力される。走査装置が、リミット領域５０．１，５
０．２のうちの１つのリミット領域の上に存在するときに、走査ビーム束に対する当該透
過型回折格子の、そのリミット領域で減少する反射作用に起因して、反射強度が減少する
。その結果、和信号ΣＳが、領域ＬＢ１，ＬＢ２内で著しく減少する。この和信号ΣＳの
経時変化、特に、説明した領域ＬＢ１，ＬＢ２内の信号の減少が、図９ｂの左側の部分に
示されている。矩形状のリミット信号Ｌを生成するため、図９ａの回路によれば、領域信
号検出器２６の走査信号Ｓ１，Ｓ２を加算素子６０に入力し、当該和信号ΣＳを生成する
ことが提唱されている。このとき、この和信号ΣＳは、比較素子６１の第１入力部に入力
され、基準信号ＧＬが、この比較素子６１の第２入力部に入力される。この場合、この基
準信号ＧＬは、同様に光学式に生成され得る。例えば、いわゆる基準マークの連続光が、
この基準信号ＧＬのために使用され得る。この比較素子６１のこうして出力された出力信
号が、図９ｂの右側の部分に示されている矩形状のリミット信号Ｌを最終的に表す。走査
装置が、許容される移動範囲のリミット領域５０．１，５０．２に到達したことが、後続
の電子機器側で当該リミット信号Ｌによって確認され得る。
【００５６】
　したがって、スケール１０の４つの異なる領域、すなわち左側のリミット領域、基準マ
ークの左側の領域、基準マークの右側の領域及び右側のリミット領域が、上記の方法で識
別され得る。走査ビーム束の異なる回折が、これらのリミット領域５０．１．５０．２内
で発生するので、領域信号Ｂに関する－基準マークの右側又は左側の－方向情報が、これ
らのリミット領域５０．１．５０．２を有する領域マークトラックの部分領域内にも存在
する。
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【００５７】
　これらのリミット領域５０．１．５０．２を、領域マーク１３．１，１３．２を挟んで
配置された上記透過型回折格子として形成することのほかに、その他の構成も実現可能で
ある。すなわち、これらのリミット領域を、光吸収層として、領域マークトラックの希望
した部分領域内に形成すること、スケールをレーザーアブレーションすること、又は遮光
構造体をスケールのこれらの領域内に配置することが可能である。基本的には、これらの
全てのバリエーションにおいて、走査ビーム束に対するこれらの領域マークの光学作用が
、部分的に変更される。この場合、共通して、領域信号検出器の走査信号の信号強度が、
２０％～８０％の範囲内で減少しなければならない。これにより、領域信号Ｂが、これら
の領域内で確実に生成可能であることが保証される。
【００５８】
　さらに、図３に示された実施の形態とは違って、リミット領域を、スケール上の基準マ
ークトラック内に配置することも可能である。上記の説明した例と同様に、この場合にも
、基準マークトラックの対応する領域内の光学作用が、部分的に変更されるように、当該
リミット領域を形成することができる。当該バリエーションに関するそれ以外の点は、上
記の説明した例に対して説明されている。
【００５９】
　以下に、本発明のエンコーダの第２の実施の形態を図１０及び１１に基づいて説明する
。この図１０及びこの図１１は、第１の実施の形態の図７及び８ｂから表されるものにほ
ぼ対応する。したがって、既に説明した第１の実施の形態と根本的に違う点だけを主に説
明する。
【００６０】
　第１の実施の形態では、０次の回折光が、大幅に減衰され、主に発生した＋／－１次の
回折光が、信号を得るために使用されるように、第２領域マーク１３．２の回折格子が形
成された。一方で、当該第２の実施の形態では、＋／－１次の回折光のほかに、強く発生
する０次の回折光も発生する振幅型回折格子又は位相型回折格子が、第２領域マークの回
折格子として設けられている。或る構成の場合には、この回折格子は、位相型回折格子と
して、例えば位相を９０°偏移させる。
【００６１】
　こうして形成された回折格子が、第２領域マークに対して使用されるので、反射する第
１領域マークから当該適切に形成された回折格子を有する第２領域マークへの移行時に、
検出面内の静的な干渉縞が、位置的に移動するのではなくて、この干渉縞の強度が、半分
に減少する。したがって、これらの異なる領域マークの走査時に、平均化された異なる強
度を有する干渉縞が、領域信号検出器の検出面内で発生する。図６の干渉縞と同様に、第
２の実施の形態に対する干渉縞が、図１０に示されている。この第２の実施の形態では、
適切に形成された回折格子が、周期ＰＢＭ＝３μｍを有する第２領域マークとして使用さ
れる。図１０では、反射する第１領域マークが走査されるときに、検出面内の干渉縞の強
度分布が、Ｉ１′（黒色の曲線）で示され、この強度分布は、第１の実施の形態で発生す
る強度分布Ｉ１に等しい。一方で、強い０次の回折光を発生する回折格子として形成され
た第２領域マークが走査されるときは、検出面内の干渉縞の強度分布が、図１０ではＩ２

′（灰色の曲線）で示される。この図から分かるように、この場合には、当該発生した干
渉縞は、より低い平均化された強度を有する。一義的な領域信号Ｂが、生成された走査信
号Ｓ１′，Ｓ２′の当該異なって平均化された強度から生成され得る。
【００６２】
　この場合、検出面内の干渉縞を走査するために使用された領域信号検出器は、上記第１
の実施の形態のように構成されていて、互いに接続された複数の検出素子による２つのグ
ループを有する。第２の実施の形態に対して図１１の左側の部分に示されているように、
当該２つのグループは、走査信号Ｓ１′，Ｓ２′を生成する。次いで、当該走査信号Ｓ１

′，Ｓ２′は、図８ａに示されているような回路に入力される。次いで、さらに処理可能
な領域信号Ｂ′が、この回路の出力部に出力される。この領域信号Ｂ′は、図１１の右側
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の部分に示されている。しかしながら、この実施の形態において当該領域信号Ｂ′を生成
するためには、上記の実施の形態とは違って、当該入力された走査信号Ｓ１′，Ｓ２′の
ための増幅係数Ｖ１，Ｖ２が、減算素子に対して異なって選択される必要がある。すなわ
ち、図示されたこの実施の形態では、例えば、当該増幅係数は、Ｖ１＝１，Ｖ２＝２に選
択されている。
【００６３】
　本発明のエンコーダの第２の実施の形態の別のバリエーションでは、当然に、別の目盛
周期も、第２領域マークの回折格子に対して使用され得る。この回折格子の、代わりに選
択された周期ＰＢＭ＝３μｍの場合には、したがって図１０の例において明らかであるよ
うに、第２領域マークの走査時の平均化された強度が減少しない。しかし、上述したよう
に、それにもかかわらず、適切な領域信号が、減算素子の増幅係数を適切に選択すること
によって生成され得る。
【００６４】
　具体的に説明されている上記の実施の形態のほかに、当然に、その他の可能な実施の形
態も、本発明の範囲内で存在する。
【００６５】
　したがって、例えば、本発明のエンコーダを、透過型スケールが使用される透光システ
ムとして構成することが可能である。
【００６６】
　さらに、領域信号を生成するための走査ビーム束のビーム路内に設けられている遮光回
折格子が、位相型回折格子として形成されてもよい。
【００６７】
　さらに、遮光回折格子を走査板の各側面上に配置することも可能である。この場合、例
えば、遮光回折格子を走査板の表面上に配置し、適切に構成された検出器を対向している
裏面上に配置することも考えられる。
【００６８】
　さらに、測定目盛トラックをスケール上の中央に配置する代わりに、基準マークトラッ
クを中央に配置し、この基準マークトラックの両側面に隣接するように領域マークトラッ
クと測定目盛トラックとをそれぞれ配置することも提唱され得る。
【００６９】
　さらに、直線移動を検出するためのエンコーダの代わりに、当然に、回転移動を検出す
るためのエンコーダ等も適切に構成され得る。
【符号の説明】
【００７０】
１０　スケール
１１　インクリメンタル測定目盛
１２　基準マーク
１３．１　第１領域マーク
１３．２　第２領域マーク
２０　走査装置
２１　光源
２２　透過型回折格子
２３　キャリア基板
２４　走査板
２５　検出装置
２６　領域信号検出器
２６．１　検出素子
２６．２　検出素子
２７　インクリメンタル信号検出器
２８　基準信号検出器
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２９　遮光回折格子
３０　透光性又は非透光性領域
３１　透光性又は非透光性領域
４０　減算素子
４１　比較素子
５０．１　リミット領域
５０．２　リミット領域
６０　加算素子
６１　比較素子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８ａ】

【図８ｂ】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図１０】

【図１１】
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